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お 知 ら せ

品
等
の
み
の
購
入
ま
た
は
設
備
等
の

工
事
は
除
く
。
対
象
工
事
に
該
当
す

る
か
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

子
育
て
に
必
要
と
想
定
さ
れ
る
工
事

子
ど
も
部
屋
の
改
修
／
落
下
防
止
手

す
り
の
設
置
／
段
差
、
床
の
滑
り
等

の
解
消
／
扉
、
便
器
の
改
修
／
床
、

壁
や
窓
等
の
断
熱
改
修　

等

高
齢
者
に
必
要
と
想
定
さ
れ
る
工
事

通
路
、
開
口
部
の
拡
幅
／
手
す
り
設

置
／
段
差
、
床
の
滑
り
等
の
解
消
／

扉
、
便
器
の
改
修
／
ス
ロ
ー
プ
設
置

／
床
、
壁
や
窓
等
の
断
熱
改
修　

等

問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
整
備
課　

開

発
担
当　

☎
６２

−

０
７
２
１

　

若
い
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
た

め
、
県
営
住
宅
に
専
用
枠
を
設
け
、

入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

対
　
象　

夫
婦
が
と
も
に
３９
歳
以
下

の
世
帯
（
子
ど
も
の
有
無
は
問
い

ま
せ
ん
。）　

収
入
等
の
各
種
条
件

が
あ
り
ま
す
。

募
集
案
内
申
込
書
配
布
場
所

ま
ち
づ
く
り
整
備
課
、
県
住
宅
供

給
公
社
、
県
住
宅
課
（
県
庁
第
２

庁
舎
１
階
）

申
込
み　

１０
月
２１
日（
日
）ま
で（
消
印

有
効
）に
県
住
宅
供
給
公
社
へ
郵
送

入
居
予
定
日　

１２
月
２３
日（
日
）以
降

問
合
せ　

県
住
宅
供
給
公
社

　

☎
０
４
８

−

８
２
９

−

２
８
７
５

　

町
で
は
、
子
育
て
世
帯
及
び
高
齢

者
の
方
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
に
対
す

る
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

補
助
を
受
け
ら
れ
る
対
象
者
、
住

宅
は
要
件
が
あ
り
ま
す
。
補
助
は
予

算
の
範
囲
以
内
と
な
り
ま
す
。

対
　
象　

子
育
て
世
帯
・
高
齢
者

補
助
額　

最
大
２５
万
円

補
助
対
象
工
事

　

住
宅
の
新
築
、
増
築
、
改
築
、
物

　

良
質
な
建
築
物
の
普
及
を
目
指

し
、
１０
月
９
日（
火
）～
２４
日（
水
）に

「
違
反
建
築
な
く
そ
う
運
動
」
を
行

い
ま
す
。

　

こ
の
期
間
に
一
斉
公
開
パ
ト
ロ
ー

ル
を
行
う
他
、
次
の
日
程
で
講
演
、

無
料
建
築
相
談
、
建
築
に
関
す
る
法

令
等
の
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

日
　
時　

１０
月
１２
日（
金
）
１４
時
～

場
　
所　

東
松
山
市
平
野
市
民
活
動

セ
ン
タ
ー　

視
聴
覚
ホ
ー
ル

定
　
員　

１
０
０
名
（
先
着
順
）

　

無
料

問
合
せ　

県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ

ー
東
松
山
駐
在　
☎
２２−

４
３
４
０

　保育所は、保護者が就労・疾病・障害・介護など
のために、保育を必要とする乳幼児に保護者に代わ
って保育することを目的とする施設です。「下の子
に手がかかる」「近所に遊ぶ子がいない」「集団生活
にならしたい」等の理由では入園できません。
　利用を希望する場合は、保護者の就労等を理由と
したお子さんへの保育の必要性の認定を受けたうえ
で、各施設の利用申し込みをしていただきます。
（認定申請と利用申請を同時に行います）

保育園名 所在地 電話番号
東昌保育園 菅谷１１－３ ６２－３４１１
東昌第二保育園 千手堂３８３－１ ６２－７４２９
嵐山若草保育園 太郎丸３８１ ６２－７１１１
嵐山しらこばと保育園 古里１８４８ ６２－０５６４

●平成３１年度保育所の手引き・申請書の配布
１０月１２日（金）より子育て支援課窓口で配布しま
す。町ホームページからもダウンロード可。
●申込受付
　期間：１０月１２日（金）～１１月３０日（金）
　場所：子育て支援課窓口
●注意事項
◦申込書類一式に必要事項を記入し、期限内に提出
してください。
※町外の保育所を希望される方は、１１月１日（木）ま
でにお申し込みください（市町村により期限が早
まる場合があります）。
※入所の決定は、申し込み順ではなく、保育の必要
性の高い順に調整し、決定します。
※認定を受けたとしても、必ず入所できるとは限り
ません。
問合せ　子育て支援課　児童福祉担当　☎６２－０８２５

平成３１年度保育所利用申込みのご案内

町内保育所

子
育
て
ハ
ッ
ピ
ー
県
営
住
宅

の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

まちづくり整備課

子
育
て
高
齢
者
応
援
リ
フ
ォ

ー
ム
補
助
金
を
交
付
し
ま
す

まちづくり整備課

「
違
反
建
築
物
な
く
そ
う

運
動
」を
行
い
ま
す

まちづくり整備課
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不
正
軽
油
と
は
、
県
の
税
金
で
あ

る
軽
油
引
取
税
の
脱
税
を
目
的
と
し

て
、
軽
油
に
灯
油
や
重
油
な
ど
を
混

ぜ
た
燃
料
や
、
自
動
車
の
燃
料
と
し

て
使
用
さ
れ
る
灯
油
や
重
油
の
こ
と

を
い
い
ま
す
。

　

不
正
軽
油
の
製
造
・
販
売
・
使
用

は
悪
質
な
脱
税
行
為
で
あ
る
ば
か
り

　

町
で
は
、
固
定
資
産
税
の
適
正
か

つ
公
平
な
課
税
を
行
う
こ
と
を
目
的

に
、
家
屋
の
新
・
増
築
に
よ
る
課
税

漏
れ
、
ま
た
は
取
り
壊
し
等
が
あ
る

家
屋
の
現
地
確
認
調
査
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

税
務
課
職
員
が
町
内
を
巡
回
し
、

家
屋
を
目
視
で
確
認
し
ま
す
。
趣
旨

を
ご
理
解
の
上
、
ご
協
力
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課　

課
税
担
当

　

☎
６２

−

２
１
５
３

　

金
融
機
関
等
の
窓
口
で
納
付
さ
れ

る
方
は
、
納
付
書
裏
面
に
記
載
さ
れ

て
い
る
納
付
場
所
に
お
い
て
、
納
期

限
内
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
方
は
、
１０
月
３１
日

（
水
）に
所
定
の
口
座
か
ら
引
き
落
と

し
さ
れ
ま
す
。
通
帳
残
高
の
ご
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

全
国
各
地
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
、
時
間
を
気
に
す
る
こ
と
な

く
、
納
期
限
内
で
あ
れ
ば
、
い
つ
で

も
納
付
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

取
扱
税
目

•
町
県
民
税
（
普
通
徴
収
分
）

•
固
定
資
産
税

•
軽
自
動
車
税

•
国
民
健
康
保
険
税

•
介
護
保
険
料

•
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

※
次
の
場
合
は
コ
ン
ビ
ニ
納
付
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

•
納
付
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
納
期

限
を
過
ぎ
た
場
合

•
納
付
書
１
枚
の
合
計
金
額
が
３０
万

円
を
超
え
る
場
合

•
納
付
書
に
コ
ン
ビ
ニ
納
付
用
バ
ー

コ
ー
ド
が
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
場
合

　

納
期
限
内
で
の
納
付
が
困
難
な
場

合
は
、お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

納
付
方
法
、
納
付
計
画
な
ど
を
一

緒
に
考
え
、
早
期
完
納
を
目
指
し
ま

し
ょ
う
。

※
平
日
の
業
務
時
間
中
も
納
税
相
談

を
行
っ
て
い
ま
す
。

時　

間　

８
時
３０
分
～
１２
時

場　

所　

役
場
税
務
課

　

税
負
担
の
公
平
性
及
び
税
収
入
を

確
保
す
る
た
め
、
嵐
山
町
を
含
め
た

県
内
６３
市
町
村
と
県
で
は
「
滞
納
整

理
強
化
期
間
」
を
設
定
し
、
徴
収
対

策
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
納
税
に
対
し
誠
意
が
な

い
滞
納
者
に
対
し
て
は
、
差
押
え
等

滞
納
処
分
を
強
化
し
、
滞
納
の
解
消

に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

納
期
限
内
納
付
、
早
期
納
付
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課　

収
納
対
策
室

　

☎
６２

−

２
１
５
３

　

町
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
一
層
の
向

上
と
事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
に

水
道
料
金
等
に
関
す
る
業
務
を
民
間

事
業
者
に
委
託
し
て
お
り
ま
す
。

　

１０
月
１
日
か
ら
は
、
次
の
受
託
者

が
水
道
料
金
等
の
業
務
を
新
た
に
行

っ
て
い
ま
す
。

受
託
会
社　

株
式
会
社
ジ
ー
シ
ー
シ

ー
自
治
体
サ
ー
ビ
ス

受
託
内
容　

水
道
料
金
等
収
納
・
開

閉
栓
・
検
針
な
ど

受
託
期
間　

１０
月
１
日
～
平
成
３３
年

９
月
３０
日
（
３
年
間
）

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

　

受
託
会
社
が
行
う
業
務
で
、
料
金

以
外
の
費
用
を
請
求
す
る
こ
と
は
一

切
あ
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

上
下
水
道
課　

管
理
担
当

　

☎
６２

−

０
７
２
８

～ストップ！滞納～
Ⓒ埼玉県２００５

で
な
く
、
大
気
汚
染
な
ど
環
境
や
健

康
に
も
重
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と

か
ら
、
県
で
は
不
正
軽
油
の
撲
滅
対

策
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
「
大
量
の
排
気
ガ
ス
を
出
し
て
走

行
し
て
い
た
」
な
ど
、
不
正
軽
油
に

関
す
る
情
報
を
お
持
ち
の
方
は
、
県

庁
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

県
庁
税
務
課

　

☎
０
４
８

−

８
３
０

−

２
６
６
５

１０
月
は
不
正
軽
油
撲
滅

対
策
強
化
月
間
で
す

税務課

家
屋
の
現
地
確
認
調
査

を
行
い
ま
す

税務課

町
県
民
税
（
第
３
期
）
の

納
期
限
は
１０
月
３１
日
で
す

税務課

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
も
納
税
が
で
き
ま
す

税務課

毎
週
土
曜
日
に
納
税
相
談

窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す

税務課

１０
月
か
ら
１２
月
は

滞
納
整
理
強
化
期
間
で
す

～
ス
ト
ッ
プ
！
滞
納
～

税務課

水
道
の
検
針
や
水
道
料
金

の
収
納
業
務
な
ど
を
扱
う

委
託
会
社
が
変
わ
り
ま
す

上下水道課


